
福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課 管理係
TEL：０９２―６４３―３３２４　FAX：０９２―６４３―３３２６　e-mail：jinken-chosei@pref.fukuoka.lg.jp
URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/subaru.html

人権・同和問題に係る研修を実施する企業、個人事業主、企業団体等

企業等で行われる人権・同和問題に係る啓発及び研修の推進を図ることを目的として、本事業を実施
しています。
企業等が本事業を活用して研修を実施した場合、講師への謝金及び旅費は福岡県で負担します。（企
業等の負担はありません。）
※この事業により実施した研修は、福岡県入札参加資格審査における地域貢献活動評価項目（人権・
同和問題啓発研修）の対象となっています。

講師あっせんの手順は、次のとおりです。

（２）県で日程調整の上、決定した講師を企業等にお知らせします。
（３）研修実施日の４０日前までに県にあっせん依頼書を提出の上、決定した講師と研修の打合せを

行ってください。
（４）研修を実施します。
（５）研修終了後、研修結果報告書を10日以内に、アンケート集計票を30日以内に県に提出してくだ
　　　さい。

（１）研修日時、場所、研修のテーマ、講師の候補者を決めて、研修開催予定日の 60 日前までに県
に事前相談票をメール又はFAXで送付してください。

※講師あっせんに必要な資料は「同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・研修情報誌　すば
る」に掲載されており、次のURLからダウンロードできます。

　URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/subaru.html

同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・研修
講師団講師あっせん事業

県の講師団講師の中から企業等において、人権・同和問題に係る研修を実施する場合に、講師をあっせんし
ます。

対象者

内　容

活用方法

人権・同和問題に係る研修を実施したい

お問い合わせ先

企業、事業者、各種商工関係団体

（１）研修講師派遣

（２）研修教材（DVD）の貸し出し

福岡県消費生活センターから研修講師を派遣します。
また、企業等が自社従業員に消費者教育を行う際に有用な消費者教育教材DVDを貸し出します。
＊本事業での講師派遣については、企業等の費用負担はありません。

ふくおか県政出前講座申込書に、①希望日時、②開催場所、③参加予定数等、必要事項を記入
のうえ、福岡県庁県民情報広報課広聴係に提出してください（FAX可)。
URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/demaekouza.html

消費者教育啓発資料借用申請書様式に、①研修テーマ、②使用場所、③使用期間、④借用DVD 
のタイトル等、必要事項を記入のうえ、福岡県消費生活センターに提出してください。

消費者教育に関する研修講師の派遣、研修教材の貸出

企業や商工関係団体等が行う従業員向けの研修等に消費生活センターの職員を派遣するとともに、研修教
材の貸し出しを行うことで、企業等における消費者教育を支援します。
従業員が消費生活に関する知識を習得することで、消費者目線を活かした商品・サービスの開発・向上につ
なげることが期待できます。

対象者

内　容

活用方法

福岡県消費生活センター相談啓発課
TEL：092 ― 632 ― 1600　FAX：092 ― 632 ― 0322
URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shouhiseikatsu.html

従業員に向けて、消費者教育をしたい

お問い合わせ先
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